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特定専門工事審査型総合評価落札方式の試行について

専門工事部分の品質確保が、工事全体の品質確保の観点からも重要であることを

踏まえ、「平成24年度における国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の

執行について」（平成24年４月６日付け国官総第16号、国官会第105号、国地契第

１号、国官技第９号、国営管第16号、国営計第２号、国北予第１号）又は「平成24

年度における国土交通省直轄事業の入札及び契約に関する事務の執行について」（平

成23年４月６日付け国港総第36号）４（４）において、特定専門工事の技術提案・



施工体制について評価する特定専門工事審査型総合評価落札方式の試行に努めるこ

ととし、詳細については別途通知するとしたところであるが、当面、下記に定める

ところにより、特定専門工事審査型総合評価落札方式について試行することとし、

今後、実施状況を踏まえながら所要の改善等を図っていくこととしたので、遺憾な

きよう措置されたい。

記

１ 対象工事

(1) 「総合評価落札方式の実施について」（平成12年９月20日付け建設省厚契発

第30号)の別紙「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイドライ

ン」、「総合評価落札方式の実施について」（平成12年12月11日付け建設省営管

発第449号）の別添「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイド

ライン」又は「工事に関する入札に係る総合評価落札方式について」（平成14

年２月22日付け国港管第1187号）の別添「工事に関する入札に係る総合評価落

札方式の標準ガイドライン」（以下「標準ガイド」という。）及び「総合評価

落札方式の実施に伴う手続について」(平成12年９月20日付け建設省厚契発第3

2号、建設省技調発第147号、建設省営計発第132号）、「総合評価落札方式の実

施に伴う手続について」（平成12年12月11日付け建設省営管発第450号、建設

省営計発第158号）又は「総合評価落札方式の実施に伴う手続きについて」（平

成14年２月22日付け国港管第1188号、国港建第272号）に基づき行われる工事

（高度技術提案型総合評価方式を適用する工事を除く。）のうち、特定専門工

事（法面処理工、杭基礎工、地盤改良工又は海上工事（海上工事については、

いずれかの工種に限る。）のいずれかを含む専門工事をいう。以下同じ。）が

工事全体に占める重要度の高い工事において試行することとする。

(2) 対象工事については、特定専門工事部分の施工を予定している業者（以下「特

定専門工事業者」という。）の施工実績等を審査し、評価する「特定専門工事

審査型総合評価落札方式」の試行対象工事である旨を入札公告及び入札説明書

において明らかにするものとする。

２ 評価項目

標準ガイド第２Ⅲ２の評価項目については、これを特定専門工事部分とそれ以

外とに分け、特定専門工事部分については、特定専門工事業者の施工実績及び特

定専門工事業者の配置予定技術者の能力に関する項目を必ず設定するとともに、

標準ガイド第２Ⅲ10及び「国土交通省直轄工事における品質確保促進ガイドライ

ンについて」（平成17年９月30日付け国地契第78号、国官技第129号、国営計第8

2号）又は「港湾空港等工事における品質確保促進ガイドラインについて」（平

成17年10月27日付け国港総第263号、国港建第145号）の別添中３－４の例示を参

考に、工事における必要度・重要度に基づき、それぞれ適切に設定するものとす

る。



なお、「施工体制確認型総合評価落札方式の試行について」（平成18年12月８

日付け国地契第72号、国官技第243号、国営計第117号）、「施工体制確認型総合

評価落札方式の試行について」（平成18年12月８日付け国営管第282-3号、国営

計第129号）又は「施工体制確認型総合評価落札方式の試行について」（平成18

年12月８日付け国港総第683号、国港建第175号）の対象工事において本方式を試

行する場合には、施工体制評価項目を特定専門工事部分とそれ以外とに分けて設

定しないものとする。

３ 配点割合

加算点のうち特定専門工事部分に係る配点割合は、施工体制評価点を除く加算

点全体の50％未満となる範囲内で、工事全体に占める特定専門工事部分の重要度

に応じて、適切に定めるものとする。

４ 審査・評価方法

本対象工事においては、特定専門工事部分についての技術提案を求め、原則と

して、技術資料を提出したすべての入札参加者に対して、標準ガイド第２Ⅳ２の

ヒアリングを実施するものとし、その旨を入札説明書に明記するものとする。ま

た、特定専門工事部分についての技術提案を適切に評価するため、入札参加者に

対して、特定専門工事業者の当該ヒアリングへの同席を求めるものとする。ただ

し、当該ヒアリングへの同席は特定専門工事業者の任意の協力によるものである

ことに留意すること。

５ その他

「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59年３月29日付け建設省

厚第91号）、「官庁営繕部所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭

和59年４月１日付け建設省営管第124号）又は「地方整備局（港湾空港関係）所

掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和59年３月31日付け運輸省

港管第927号）により、所属担当官は、指名停止期間中の有資格業者が当該所属

担当官の契約に係る工事の全部又は一部を下請することを承認してはならないこ

ととされている。したがって、開札時に特定専門工事業者が、指名停止期間中で

ある場合は、当該特定専門工事業者を下請負人として予定している者の行った入

札は無効とすることとし、その旨入札の条件として、入札説明書等に明記するこ

と。

本対象工事においては、あくまでも特定専門工事業者の能力等を入札参加者の

評価に反映させるものであって、特定専門工事業者を直接評価するものではない。

従って、当然ながら発注者と特定専門工事業者との間に直接の契約関係を発生さ

せるものではなく、特定専門工事業者の選定や、特定専門工事部分の施工等につ

いては、落札者の責任において行われるものであることに留意すること。

ただし、特定専門工事業者の能力等を入札参加者の評価に反映させていること

から、開札後における特定専門工事業者の倒産等やむを得ない場合を除き、特定



専門工事業者の変更を認めるものではないことに留意すること。なお、やむを得

ず特定専門工事業者を変更する際には、発注者の承諾を得ることとさせること。

附 則

１ この通知は、平成24年７月１日以降に入札手続を開始する工事から適用する。

２ 北海道開発局においては、一元的な事業実施に係る契約制度の運営の観点から、

北海道局予算課へ事前に報告の上、本則と異なる取扱いを行うことを妨げないも

のとする。



別添１

＜入札説明書への記載例＞

○．工事概要

（○） 本工事は、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する

総合評価落札方式のうち、特定専門工事（法面処理工、杭基礎工、地盤改

良工又は海上工事（海上工事については、いずれかの工種に限る。）のい

ずれかを含む専門工事をいう。以下同じ。）が工事全体に占める重要度の

高い工事において、特定専門工事部分の施工を予定している業者の施工実

績等を審査し、評価する「特定専門工事審査型総合評価落札方式」の試行

工事である。

（○） 本工事においては、原則として、技術資料を提出したすべての入札参加

者に対して、ヒアリングを実施する。また、特定専門工事部分についての

技術提案を適切に評価するため、原則として、特定専門工事業者も当該ヒ

アリングへ同席すること。ただし、当該ヒアリングへの同席は特定専門工

事業者の任意の協力によるものとする。

（○） 開札時に特定専門工事業者が、指名停止期間中である場合は、当該特定

専門工事業者を下請負人として予定している者の行った入札は無効とす

る。

（○） 開札後における特定専門工事業者の倒産等やむを得ない場合を除き、特

定専門工事業者の変更は認めない。なお、やむを得ず特定専門工事業者を

変更する際には、発注者の承諾を得ること。



別添２

＜特記仕様書への記載例＞

（特定専門工事業者の変更）

第○条 開札後における特定専門工事業者の倒産等やむを得ない場合を除き、特定

専門工事業者の変更は認めない。なお、やむを得ず特定専門工事業者を変更

する際には、発注者の承諾を得ること。


